
※この法令は廃止されています。

平成九年総理府・文部省令第一号

アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律施行規則

アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律（平成九年法律第五十二号）第九条第一項及び第三項

の規定に基づき、並びに同法を実施するため、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律施行規則

を次のように定める。

（指定の申請）

第一条　アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律（以下「法」という。）第七条第一項の規定に

よる指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。

一　名称及び住所並びに代表者の氏名

二　事務所の所在地

三　法第八条に規定する業務の開始の予定日

２　前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一　定款及び登記事項証明書

二　申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、そ

の設立時における財産目録とする。

三　役員の名簿及び履歴書

四　指定の申請に関する意思の決定を証する書類

五　組織及び運営に関する事項を記載した書類

六　法第八条に規定する業務の実施に関する基本的な計画

（名称等の変更の届出）

第二条　法第七条第二項に規定する指定法人（以下「指定法人」という。）は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、次の

事項を記載した届出書を国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。

一　変更後の名称、住所又は事務所の所在地

二　変更しようとする日

三　変更しようとする理由

（事業計画書等の提出）

第三条　法第九条第一項前段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に（指定を受けた日の属する事業年度にあっては、

その指定を受けた後遅滞なく）行わなければならない。

２　指定法人は、事業計画書又は収支予算書を変更しようとするときは、法第九条第一項後段の規定により、遅滞なく、変更しようとする

事項及びその理由を記載した書面を国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。

３　法第九条第三項の事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後三月以内に行わなければならない。

（検査員証）

第四条　法第十条第一項の規定による立入検査をする職員の身分を示す同条第二項の証明書は、別記様式によるものとする。

附　則

この命令は、法の施行の日（平成九年七月一日）から施行する。

附　則　（平成一二年一〇月四日総理府・文部省令第二号）

この命令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。

附　則　（平成一七年三月七日文部科学省・国土交通省令第一号）

この省令は、平成十七年三月七日から施行する。

附　則　（平成二〇年一二月一日文部科学省・国土交通省令第二号）

この省令は、公布の日から施行する。
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別記様式（第４条関係）

別記様式（第４条関係） 

 
（表） 

 
第     号 
官職      
氏名      
 年 月 日生 

 
 
アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関

する法律第 10 条第 2 項の規定による 

 
検   査   員   証 

 
 

  年 月 日発  行

  年 月 日限り有効

発行者名      印 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写 真 
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（裏） 

 
 

アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関 
する知識の普及及び啓発に関する法律抜すい 

 
第 10 条 国土交通大臣及び文部科学大臣は、この法律の施行に必要な限度

において、指定法人に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、

指定法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物

件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 
２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯

し、関係者の請求がったときは、これを提示しなければならない。 
３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも

のと解してはならない。 
第 13 条 第 10 条第 1 項の規定による報告せず、若しくは虚偽の報告をし、

又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項

の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

は、20 万円以下の罰金に処する。 
２ 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に

関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人

に対して同項の刑を科する。 

 
 

（備考） １ 様式の大きさは、日本工業規格Ｂ７とする。 
     ２ 発行者は、国土交通大臣又は文部科学大臣とする。 
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